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新年おめでとうございます。 

イラク「派兵」、SARS の復活、そして目前に迫った大学の法人化、内外にわたって何かと気がかりなことが

多い年頭です。気がかりと言えば、日本経済新聞（11 日）の社説で、「気がかりな止めどない労働組合の衰退」

と指摘されるような事態もそのひとつです。同紙は、「職場の意見を集約して経営をチェックする機能を担うは

ずの労働組合の組織率が 20%割る」というのは深刻な事態で、「組合のリーダーは危機感をもって行動を起こす

べきだ」とエールを発しています。私たちの組合もまだ弱小ですが、存在価値は大きいと思います。一人でも多

くの方々の参加を期待してやみません。（松本栄次：写真「アマゾン」も） 

 

私たちは、法人化後を考え、人事院本院と協議を行い、人事院登録団体としての「筑波大学労働組

合つくば連絡会 A 規約・B 規約」を作成しました。皆様、ご加入をご検討ください。            

--------------------------------------- ---------------------------------------
筑波大学労働組合つくば連絡会 A 規約 

   第１章 総則 

（名称） 

第１条 この組合は、筑波大学労働組合つくば連絡会 A という。 

（組合員） 

第２条 

 １．この組合は、筑波大学の教職員であって、この組合の趣旨に

賛同する者をもって組織する。 

 ２．ただし、人事院規則 17-0（管理職員等の範囲）に定める管

理職員等は組合員となることはできない。 

（事務所） 

第３条 この組合は、主な事務所を茨城県つくば市天王台 1-1-1

筑波大学におく。 

   第２章 目的および事業 

（目的） 

第４条 

 １．この組合は、組合員の団結および相互扶助により教育研究の

振興に寄与し、勤務条件の維持改善を図ることを主な目的とする。

さらに組合員の経済的・社会的・文化的地位の向上を図り、あわせ

て大学の教育研究機構における民主・自主・公開の原則の徹底を期

する。 

 ２．この組合は、組合員の利益を擁護するために団結して適法に

当局と交渉する。 

（事業） 

第５条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1) 組合員を代表して、勤務条件の改善、身分待遇の公正に関し

て当局に要求し、また教職員の意に反する不利益処分に関する審査

請求を援助すること。  

 (2) 組合員の能力発揮、教育研究の振興、事務の刷新そのほか大

学の民主・自主・公開の原則に関し、当局に勧告すること。  

 (3) 組合員の教養、技能の向上および健康の増進に関すること。  

 (4) 組合員およびその家族の福利厚生に関すること。  

 (5) 組合員のレクリェーションに関すること。 

 (6) そのほか組合の目的達成に必要な事項。 

   第３章 組織および機関 

（機関） 

第６条 この組合に次の機関を置く。 

 総会 

 代議員会 

 執行委員会 

 監査委員会 

（総会） 

第７条 

 １．総会は、組合の最高決定機関であって、全組合員で構成する。 

 ２．定期総会は、毎年１回執行委員長が招集する。ただし、次の

場合には臨時に招集しなければならない。 

  (1) 執行委員会が必要と認めたとき  

  (2) 代議員会が要求したとき 

  (3) 組合員の５分の１以上が付議事項を示して要求したとき 

 ３．総会議長および副議長は、出席組合員の互選により選出する。 

（総会の付議事項） 

第８条 総会は、次の事項を審議決定する。 

 (1) 組合規約の決定並びに変更 

 (2) 組合経費の予算の決定並びに決算の承認 

 (3) 他の組合団体への加入およびそれからの脱退  

 (4) 運動方針案の決定および事業報告 

 (5) 組合員および役員の制裁 

 (6) 組合基金、重要な組合資産の処分およびそれに関すること  

 (7) 組合の解散およびそれに関すること 

 (8) そのほか組合員を拘束する重大事項 

（代議員会） 

第９条 

 １．代議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、全代議員をもっ

て構成する。 

 ２．代議員会は、毎年 1 回執行委員長が招集する。ただし、次の

場合には臨時に招集しなければならない。 
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  (1) 執行委員会が必要と認めたとき 

  (2) 代議員会の議長が付議事項を示して要求したとき  

  (3) 代議員の３分の１以上が付議事項を示して要求したとき  

 ３．代議員の議長および副議長は、代議員の互選により選出する。 

（代議員会の付議事項） 

第 10 条 代議員会は次の事項を審議決定する。  

 (1) 組合規約の改正案 

 (2) 組合経費の予算並びに予算項目執行に関すること  

 (3) 運動方針の具体案 

 (4)この規定により代議員会の権限に属する事項および総会の決

議により委任された事項 

 (5) そのほか執行委員会または代議員会が付議することを必要

と認めた事項  

（執行委員会） 

第 11 条 

 １．執行委員会は、組合の執行機関であって、全執行委員をもっ

て構成する。 

 ２．執行委員会は、総会と代議員会の決議を執行し、またそのほ

かの緊急の事項を処理してこれに関し総会および代議員会に責を

負う。 

 ３．執行委員会は、必要の都度執行委員長が招集する。ただし、

執行委員は、付議事項を示して執行委員会の招集を要求することが

できる。 

 ４．執行委員長は、執行委員会の議長となる。 

（執行委員会の付議事項） 

第 12 条 執行委員会は、次の事項を審議決定する。  

 (1) 総会および代議員会の決議に基づき、組合の業務執行に必要

な事項  

 (2) 総会および代議員会に付議する事項 

 (3) そのほか執行委員会自らが組合業務遂行上必要と認めた事

項  

（監査委員会） 

第 13 条 

 １．監査委員会は、組合の監査機関であって、全監査委員をもっ

て構成する。 

 ２．監査委員会は、組合の監査機関として組合の資産および会計

を監査し、決算の報告を受け、総会に監査報告をする。また、不正

を発見したときには総会または代議員会に報告する。 

（専門部） 

第 14 条 

 １．執行委員会のもとに、専門の業務について執行委員会を補佐

するために、常置専門部をおく。  

 ２．執行委員会は、必要があるときに、代議員会の承認を得て、

臨時に特別専門部を設けることができる。  

 ３．常置専門部の名称およびその任務については、専門部規定で

定める。  

 ４．専門部の委員は、執行委員、代議員および一般組合員の中か

ら選出する。 

（事務局）  

第 15 条 

 １．執行委員会のもとにその業務を補佐するために事務局をおく。  

 ２．事務局は、次の業務を行う。 

  (1) 組合経費の会計経理に関すること  

  (2) 組合員名簿に関すること 

  (3) 事務所の管理に関すること  

  (4) 資料の保管に関すること  

  (5) そのほか事務局事務に関すること 

（会議および投票） 

第 16 条 

 １．会議はすべて構成員の過半数（委任状を含む）の出席がなけ

れば開催することができない。ただし、執行委員会、監査委員会に

おいては委任状を認めない。 

   代議員会においては代議員に事故のあるときはその代議員

が選出された同一母体に属する他の組合員に委任状をもってその

権限を委任することができる。  

 ２．会議の議事は実出席者の過半数により採決し、可否同数であ

るときは議長が決定する。 

 ３．前項の規定に拘わらず第８条の(1) 組合規約の決定並びに変

更、(3) 他の組合団体への加入およびそれからの脱退、および(7)

組合の解散およびそれに関すること、 に関する事項を決定する場

合、これに準ずる重要な行為を決定する場合は、組合員の平等に参

加する機会を有する直接かつ秘密の投票において、全組合員の過半

数の賛成を必要とする。 

   第４章 役員、代議員および組合職員 

（役員） 

第 17 条 この組合に次の役員をおく。 

 執行委員長   １名 

 副執行委員長  ４名 

 執行委員    ６名 

 監査委員    ２名 

 １．執行委員長は、この組合を代表し、組合の業務を統括する。 

 ２．副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が欠員と

なったときはその職務を代行する。 

 ３．執行委員会は、執行委員から書記長を選出する。書記長は、

事務局の長として執行委員長を補佐し、組合の一般事務を処理する。 

 ４．執行委員は、執行委員会を組織し、その業務を分掌する。 

 ５．監査委員は、監査委員会を構成し、組合の資産および会計を

監査する。 

（役員の選出） 

第 18 条 

 １．役員は、組合員の平等に参加する機会を有する直接かつ秘密

の投票において、投票者の過半数の信任によって選出する。この選

挙の投票には全組合員の過半数を必要とする。  

 ２．前項の選挙は選挙管理委員会が管理する。 

 ３．選挙管理委員、そのほか選挙に関することは、役員選挙規定

で定める。 

（代議員） 

第 19 条 この組合に、代議員を若干名おく。 

 １．代議員は、代議員会を組織し、第 10 条の事項を審議する。  

 ２．代議員は、組合員の中から事務区・教育研究組織（学校・学

系）を基本とする職場ごとに組合員 10 名につき１名の割合で選出

する。 

 ただし、最低１名は選出するものとする。  

 ３．代議員は、職場ごとに、組合員の平等に参加する機会を有す

る直接かつ秘密の投票において、投票者の過半数の信任によって選

出する。この選挙の投票には職場の組合員の過半数を必要とする。  

（役員および代議員の任期および兼任） 

第 20 条 

 １．役員および代議員の任期は、１年とし、４月から翌年３月ま

でとし、再任を妨げない。補欠選挙により就任した役員の任期は、

前任者の残存期間とする。 

 ２．役員および代議員は任期満了後であっても、後任者の就任す

るまで、その職務を行うものとする。 

（組合職員） 

第 2１条 

 １．執行委員会は、必要と認めたとき、総会または代議員会の承

認を得て顧問、書記等の有給または無給の組合職員をおくことがで

きる。  

 ２．顧問は、執行委員会の委嘱により組合の諮問に応ずる。 

 ３．書記は、書記長の指示により業務に従事する。 

   第５章 会計 

（経費） 

第 2２条 

 １．この組合の経費は、組合費、寄付金そのほかの収入をもって

充てる。  

 ２．この組合の予算および会計経理について必要な手続きは、会

計事務取扱規定で定める。 

（組合費） 

第 23 条 この組合費は、総会において決める。 

（会計年度） 

第 2４条 この組合の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月

31 日に終わる。  

   第６章 組合員 

（加入および脱退） 

第 2５条 

 １．この組合に加入しようとする者は、執行委員会に加入申込書

を提出し、組合員名簿に登録されなければならない。 

 ２．この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにし執

行委員会に届け出なければならない。 

（組合員の権利および義務） 

第 26 条 組合員は、次の権利と義務を持つ。 

 １．各自平等に執行委員、監査委員および代議員の選挙権および

被選挙権を有する。 

 ２．総会で組合の運営について自由に討議し、また議決に加わる

こと。 

 ３．代議員会、執行委員会、監査委員会に自由に意見を申し出て、



 3

これらの会議を自由に傍聴すること。 

 ４．組合員の 20 分の１以上の連署をもって執行委員会に会計書

類の閲覧を請求し、これについて質問すること。  

 ５．組合の管理する各種の社交的厚生的施設を利用し、各種の催

物に参加すること。 

   第７章 会計監査 

（会計報告） 

第２７条 すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに

現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業

的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書ととも

に、少なくとも毎年１回組合員に公表される。 

 

付則 

２００３年 6 月 25 日 組合規約制定  

----------------------------------------------------------------------------------- 

なお、B 規約は管理職（教授）組合のための規約で、労使納得の上で特別管理職の範囲を定めるよう人事院本院担当者か

ら助言を受け、同担当者が最終調整中です。組織の長でない教授の方も、B 規約に基づき、加入できます。 

総会において、2003 年度の組合費は月額 1,000 円と決まりました。下記の申込書をお送りください。 

--------------------------------------切り取り線-------------------------------------- 

 

筑波大学教職員組合つくば連絡会加入 申込書 

筑波大学教職員組合つくば連絡会 殿 

規約を認め加入を申し込みます。 

２００4 年   月  日 

        （所属） 氏名          

（メールアドレス        ＠             ） 

 

 

------------------------------------------------------------------そとへおる 

 

物質工学系 筑波大学教職員組合つくば連絡会 齋藤靜夫 行 

     猿           猿            猿 

 

 

 

 

 

 

 

地球・松本栄次 委員長    機工・石川本雄 副委員長    農林・大澤良 副委員長 

------------------------------------------------------------------そとへおる 

     猿           猿             猿 

 

 

 

 

 

 

 

農工・大井洋 執行委員（書記長） 臨医・中田穂出美 執行委員    基医・升秀夫 監査委員 
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組合は委員長名１２月９日付けで大学当局に

「就業規則作成への要求書（第一次）」を提出し

ました。今後、すべての教職員の皆さんのご意見

と要求を踏まえ、就業規則への意見について検討

したいと思います。 

つぎのアンケートにご協力ください。ご回答は、

下記を切り取り、物質工学系の齋藤靜夫、または

お近くの執行委員・組合員までお送りください。 

   猿 

 

 

 

 

 

 

質工・齋藤靜夫 副委員長

-------------------------------------切り取り線------------------------------------- 

＜法人化後の就業規則・労使協定で決まる労働条件に関する要求アンケート＞ 

2004 年 1 月 15 日 筑波大学教職員組合つくば連絡会 

＜下記質問の回答 1.2.3.4 の番号に○または意見を記入してください＞ 

☆ 大学教員・現行の教育職（一）に裁量労働制を導入することについて 

質問①：裁量労働制のしくみと導入理由について   

回答①： 1. 十分理解している。 2. だいたい理解している。 3. よくわからない。 4. 全くわからない 

質問②：裁量労働制にすることについて 

回答②： 1. 賛成する。 2. 条件付で認める。 3. 条件付で反対する。 4. 反対する。 

①②について質問・要求・意見の記入欄↓ 

 

 

☆ 有給休暇について、従来どおり１時間単位での取得を可能にすることについて 

回答③： 1. 賛成する。 2. 条件付で認める。 3. 条件付で反対する。 4. 反対する。 

③について質問・要求・意見の記入欄↓ 

 

 

☆ 8 時 30 分始業に対する終業時間が、従来の午後 5 時が 5 時 15 分になることについて 

質問④：15 分遅くなり、残業の開始時間も午後 5 時 30 分となる変更点、およびその変更理由について 

回答④： 1. 十分理解している。 2. だいたい理解している。 3. よくわからない。 4. 全くわからない 

質問⑤：終業時間、および残業開始時間を変更し、遅くすることについて 

回答⑤： 1. 賛成する。 2. 条件付で認める。 3. 条件付で反対する。 4. 反対する。 

④⑤について質問・要求・意見の記入欄↓ 

 

 

☆ 事務系職員・技術系職員・病院職員の定年について 

質問⑥：大学教員・現行の教育職（一）の定年年齢（63 歳）と異なり、60 歳であることについて 

回答⑥： 1. 賛成する。 2. 条件付で認める。 3. 条件付で反対する。 4. 反対する。 

⑥について質問・要求・意見の記入欄↓ 

 

 

質問： あなたの職種  回答： 1. 教員。 2. 事務系職員。 3. 技術系職員。 4. 病院職員。 5. その他 


